
第２５章．規制の整合性 

 各締約国内で、自国が有する各種の規制措置の間での整合性確保に向けて努める

べき旨を規定する他、規制の影響評価、締約国間の協力等について規定している。

なお、規制の整合性章の規定の下で生ずる事項については、紛争解決章の規定によ

る紛争解決の対象外とすることを規定している。 


